
四 日 市 市 調 達 公 告 （ № 388 ）

平成18年1月25日

工事名
市街地整備・公園

課

工事場所

工事概要

工期 から

ランク

参加資格に関する事項

月曜日

まで

設計図書等に対する質問

まで

入札方法

入札書の郵送提出先

入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着

入札（開札）日時 金曜日 午前 11 時 30 分

入札（開札）場所

支払条件 無 部分払 有

予定価格（税抜）

最低制限価格 80.00 %から 82.99

その他

　下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）第２３条の規定に
基づき公告する。

四日市市 橋北、海蔵、羽津　地区

道路後退用地整備工事（北部②）その２ 工事担当課

四日市市長　井上　哲夫

実施要領、単価表等を参照のこと。

まで　又は総支払限度額に達した日まで契約の日

業種

平成18年6月30日

建設業の許可

対象ランク又は総合点

期間

場所

場所

平成18年2月9日本公告日から

四日市市役所　税務理財部　調達契約課

四日市市役所　税務理財部　調達契約課

土木一式

Ｄ及びＥ

一般も可

午後４時まで期限 平成18年1月30日

市内の以下に示すいずれかの地区に本店を有する者

富洲原・富田・羽津・神前・三重・県・八郷・下野・大矢知・保々・海蔵・橋北地区

住所要件 求める

現場代理人

主任技術者又は監理技術者 適正配置できる者

適正配置できる者

場所 有限会社エファット　　　　　　　四日市市諏訪町７－１５　電話　０５９３－５９－６８６７

国家資格者又は実務経験者

国家資格者又は実務経験者

平成18年2月2日 以降調達契約課において供覧する。

期間 本公告日から 平成18年2月3日

前払金

なお、参加資格の有ると認められた者は連絡しない。

郵便による入札（一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかに限る）

〒５１０－８７９９　四日市郵便局留　四日市市役所調達契約課行

平成18年2月8日

平成18年2月10日

平成18年2月2日 から

入札参加資格確認申請書の
提出期限、場所

設計図書等の閲覧期間、場
所

設計図書等の購入期間、場
所

四日市市役所　税務理財部　調達契約課　３階　第１入札室

平成18年2月2日 に電話により連絡する。入札参加資格の無い者のみ、

平成18年1月30日 までに書面により申し出ることができる。

回答は

¥1,255,000 当価格より高い入札は落札外とする。

当価格より低い入札は落札外とする。%においてくじにより決定）有（上記予定価格の

本一般競争入札の実施については、「平成１７年度に実施する一般競争入札について必要な事項」（平成
１７年四日市市告示第410号）のとおりとする。

平成１7年度四日市市入札参加資
格者名簿（経営事項審査の審査基
準日が平成１5年１０月１日から平
成１6年９月３０日まで）における事
項

入札参加資格の確認結果通知等



四日市市長　　井上　哲夫　　様

住所

商号又は名称

代表者名 印

平成18年1月25日 付けで入札公告のありました、下記の建設工事に係る競争に参加する資格について、

確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ 388

ランク

生年
月日

配 現場代理人

置
生年
月日

予

定

の
生年
月日

技

術 主任技術者

者 又は監理技術者

等
生年
月日

受付日時

受付番号

四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

道路後退用地整備工事（北部②）その２

四日市市 橋北、海蔵、羽津　地区

公告番号

工事場所

工事名

業種 土木一式

対象ランク又は総合点 Ｄ及びＥ

氏名

富洲原・富田・羽津・神前・三重・県・八郷・下野・大矢知・保々・海蔵・橋北地区

現住所

資格又は経験年数

（予備）氏名

現住所

資格又は経験年数

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

参加条件

（予備）氏名

氏名

監理技術者資格者証番号

監理技術者資格者証番号

資格又は経験年数

現住所

資格又は経験年数

　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　分

現住所



有限会社エファット　　　 様

四日市市発注の下記工事の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № 388

工事名

工事場所

住所

商号又は名称

代表者名

設 計 図 書 等 購 入 申 込 書

道路後退用地整備工事（北部②）その２

四日市市 橋北、海蔵、羽津　地区

平成　　　　年　　　　月　　　　日



       道路後退用地整備工事実施要領 
 
１． 工 期 

契約の日から「平成１８年６月３０日」または「指示金額の合計が総支払い限度額に達 
した日の指示工期満了の日」のいずれか早い日までとする。 
 ただし、工事の指示は前期の契約の指示金額が限度額を超えた日（工事を指示した日） 
以降とする。 

２．工事場所 
   四日市市 橋北、海蔵、羽津 地区 
３．契約方法 
 １）別紙「道路後退用地整備工事 工種・単価表」の合計金額を競争入札する。 
  ２）工種・単価表の合計金額の落札金額と各工種の構成比率の積により各工種の単価（円 

未満切捨て）を決定する。 
    ただし、下記の場合は工事場所内の道路後退用地整備工事を落札業者以外の業者に 
   請負わせる場合がある。その場合においても単価請負契約の設計工種単価を超えて請 

負わすことはできない。 
    ①道路後退敷地の建築工事、外構工事（以下「建築工事等」と言う。）が道路後退 

用地整備工事と競合重複するため、建築工事等の請負業者に発注する場合 
    ②道路後退用地整備工事の施工箇所で道路工事（上下水道工事、ガス管布設工事も 

含む。）が行われているため、その道路工事の請負業者に発注する場合 
    ③その他､特に市長が必要と認めた場合 
４．契約書等 
   道路後退用地整備工事請負契約書にて行う。 
５．工事の着手 
   請負者は、工事契約締結後、速やかに工事着手届（四日市市工事執行規則第１５条第 

９号様式）を市長に提出すること。 
６．実施方法 
 １）工事の指示は工事指示書（様式２）により行う。 
 ２）請負者は関係法令を遵守し、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 
   また、手続きに要する費用は工事実績報告書（兼請求明細書）（様式１）提出時に領収 

書（原本）を添付することにより支払い時に精算するものとする。  
 ３）実施にあたっては別紙「実施手順書」を遵守すること。 
７．工事の完成 
１）請負者は、一つの指示工事が完成する毎に指示工事完成届（様式３）を遅滞なく市長 

に提出すること。 
２）請負者は、工事の全てが完成したときは、速やかに工事完成届（四日市市工事執行規 

則第３５条第１１号様式）を市長に提出すること。 
８．確認および検査 
 １）指示工事完成届が提出されたら監督職員は遅滞なく現場確認を行うものとする。 
 ２）検査は、市長が命じた者が行うものとする。  
 



９．発注規模 
 １）限度額 

①指示工事一件一現場当たりの限度額は原則として５０万円未満とする。 
    ただし、現場の都合により限度額を８０万円とする場合がある。 
   ②一つの道路後退用地整備工事請負契約の総支払い限度額は４００万円とする。 
  なお、①および②において、設計変更に伴う限度額の増額は２０％増を上限とする。 
 ２）請求 

支払い請求は工事実績報告書（兼請求明細書）に基づき行うものとする。 
    ただし、工事実績報告書の合計額は千円止めとし、その額に消費税相当額（５％） 
   を加算して支払うものとする。 
 
 


